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(株)プライムポリマーによる住友化学(株)のポリプロピレン及び直鎖状低密度ポリ

エチレンの製造販売事業の吸収分割 

 

第１ 当事会社 

株式会社プライムポリマー（以下「プライムポリマー」という。）は、三井化

学株式会社（法人番号4010401052081）（以下「三井化学」という。）及び出光興

産株式会社（法人番号9010001011318）（以下「出光興産」という。）の共同出資

会社である（出資比率は、三井化学が65％、出光興産が35％である。）。 

プライムポリマー及び住友化学株式会社（以下「住友化学」という。）は、い

ずれもポリプロピレン1（以下「ＰＰ」という。）、直鎖状低密度ポリエチレン2

（以下「Ｌ－ＬＤＰＥ」といい、ＰＰ及びＬ－ＬＤＰＥを併せて「本件ＰＯ」と

いうことがある。）等のポリオレフィン3（以下「ＰＯ」という。）の製造販売業

を営む会社である。 

以下、プライムポリマーの最終親会社である三井化学と既に結合関係が形成さ

れている企業の集団を「三井化学グループ」、住友化学を最終親会社とし、既に

結合関係が形成されている企業の集団を「住友化学グループ」、プライムポリマー

と住友化学を併せて「当事会社」、三井化学グループと住友化学グループを併せ

て「当事会社グループ」という。 

 

第２ 本件の概要及び関係法条 

当事会社グループが計画している企業結合は、プライムポリマーが、住友化学

が営む本件ＰＯの製造販売事業を吸収分割によって承継し、その対価として、住

友化学に対して、プライムポリマーの株式を交付する（以下「本件行為」という。）

というものである。本件行為により、プライムポリマーは、三井化学、出光興産

及び住友化学の共同出資会社となる（出資比率は、三井化学が52％、出光興産が

28％、住友化学が20％である。）。 

関係法条は、独占禁止法第15条の２である。 

 

第３ 本件審査の経緯等 

当事会社グループは、届出前相談において、本件行為が競争を実質的に制限す

ることとはならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に

提出し、当委員会は、当事会社グループの求めに応じて、当事会社グループとの

間で数次にわたり意見交換を行った（当事会社グループの都合により令和７年上

半期は意見交換が一時中断した。）。その後、令和７年11月25日に、当事会社か

ら、独占禁止法の規定に基づき本件行為に関する計画届出書が提出されたため、

 
1 Polypropylene。ＰＰと呼称されることがある。 
2 Linear-type Low-density Polyethylene。Ｌ－ＬＤＰＥと呼称されることがある。 
3 Polyolefin。ＰＯと呼称されることがある。 
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当委員会はこれを受理し、第１次審査を開始した。当委員会は、上記届出書並び

に当事会社グループから提出された意見書及び資料を踏まえつつ、第１次審査を

進めた結果、より詳細な審査が必要であると認められたことから、同年12月25日

に当事会社に対し報告等の要請を行い、第２次審査を開始するとともに、同日、

第２次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を受け付けることを公表し

た4。 

第２次審査において、当委員会は、当事会社グループとの間で数次にわたり意

見交換を行い、論点等の説明及び議論を行った。当事会社に対する報告等の要請

については、令和８年４月２日に提出された報告等をもって、全ての報告等が提

出された。当委員会は、当事会社から提出された報告等のほか、需要者及び競争

者に対するヒアリング、書面調査、経済分析の結果等を踏まえて、本件行為が競

争に与える影響について審査を進めた。 

以下、本件行為に関して審査対象となった複数の取引分野のうち、競争に与え

る影響が比較的大きいと考えられた本件ＰＯの水平型企業結合に係る検討結果

について詳述する。 

 

第４ 一定の取引分野 

１ 商品の概要等 

(1) ＰＯの分類等 

ＰＯは、ナフサ5から生成されるエチレンやプロピレンを触媒等により重合

して製造される合成樹脂であり、一般的には、プロピレンを主原料とするＰＰ

やエチレンを主原料とするポリエチレン6（以下「ＰＥ」という。）等の熱可塑

性樹脂7を指す。 

 

ア ＰＰの分類や製造方法等 

ＰＰには、分子構造の違いによって、ホモポリマー、ランダムコポリマー

及びブロックコポリマーの３種類がある。また、ＰＰに合成ゴム（エラスト

マー）の一種であるポリオレフィンエラストマー（柔軟性を高める素材）等

の添加樹脂等を混練することで、機能性や剛性を向上させたＰＰコンパウン

ドという製品群が存在する。ＰＰコンパウンドには、ＰＰの特徴に加え、混

練する添加樹脂等が有する特徴が付加される。 

ＰＰの製造方法には、スラリー法（プロピレンを溶媒中で重合させるもの）、

 
4 意見書提出期限までに第三者からの意見書は提出されなかった。 
5 ナフサは、原油を常圧蒸留装置によって蒸留分離して得られる製品のうち、沸点の範囲がおおむね30

度から180度までのものである。粗製ガソリンとも呼ばれ、主に石油化学製品の原料として用いられる。 
6 Polyethylene。ＰＥと呼称されることがある。 
7 樹脂には、松ヤニや漆のような天然樹脂と原油を原料として人工的に製造される合成樹脂がある。合

成樹脂は、熱的特性面から、加熱すると軟化する熱可塑性樹脂と加熱すると硬化する熱硬化性樹脂に

分類される。 
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気相法（溶媒を用いることなく、気体のプロピレンを重合させるもの）、バ

ルク法（溶媒を用いることなく、液体のプロピレンを重合させるもの）及び

ハイブリッド法（気相法とバルク法の組合せ）がある。製造方法によって製

造しやすいＰＰの種類はあるものの、いずれの製造方法であっても全ての種

類のＰＰを製造することができる。 

 

イ ＰＥの分類や製造方法等 

ＰＥには、その密度が0.94g/cm³以上の高密度ポリエチレン8（以下「ＨＤ

ＰＥ」という。）と、0.94g/cm³未満の低密度ポリエチレン9（以下「ＬＤＰ

Ｅ」という。）がある。ＬＤＰＥには、1000気圧以上の高圧下で製造される

もののほかに、エネルギー消費が少ない低圧でαオレフィンを共重合させて

製造されるものがあり、これは、ＬＤＰＥと類似した性質をもつＬ－ＬＤＰ

Ｅに分類される。 

ＰＥの製造方法には、主にＬＤＰＥの製造に用いられる高圧法（エチレン

を高圧下において重合させるもの）、主にＨＤＰＥの製造に用いられるスラ

リー法（エチレンのポリマーを溶媒中に溶解させない状態で重合させるもの）

並びに主にＬ－ＬＤＰＥの製造に用いられる溶液法（エチレンのポリマーを

溶媒中に溶解させて重合させるもの）及び気相法（溶媒を用いることなく、

気体のエチレンを循環させて重合させるもの）がある。 

 

(2) グレード（銘柄） 

本件ＰＯの物性は、流動性（加工性）や硬度、強度、耐衝撃性、耐熱性等の

いくつかの項目によって評価される。各項目はＪＩＳ規格等の一定の規格を満

たした測定方法で試験され、数値化される。本件ＰＯメーカーは、原料の配合

を調整することや添加剤等を投与することなどによって、これらの物性を調整

して、多様な仕様の商品を製造している。 

本件ＰＯメーカーは、物性等の仕様が異なる様々なグレードを製造し、各社

のウェブサイト等において、それらのグレードが記載されているカタログを公

開し、販売している。このようなカタログを通じて販売される製品を汎用グ

レードという。 

また、本件ＰＯメーカーは、需要者個別の仕様に応じて、各社が独自に開発

し、カスタマイズした製品である特殊グレードも販売している。特殊グレード

は、汎用グレードの仕様では需要者の要求を満たすことができない場合に製造

されることが多いが、汎用グレードを少しカスタマイズしたものから、大きく

改質されたものまで、様々なものがある。本件ＰＯメーカー各社は、需要者の

求めがあれば、特別な製造設備を要することなく、いずれのグレードのＰＯで

 
8 High-density Polyethylene。ＨＤＰＥと呼称されることがある。 
9 Low-density Polyethylene。ＬＤＰＥと呼称されることがある。 
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あっても製造することができる。ただし、特殊グレードの場合には、仕様は公

開されておらず、需要者から仕様の提示を受けて開発・製造するため、汎用グ

レードよりも製造に時間とコストを要する傾向にある。 

本件ＰＯは様々な用途に用いられるところ、物性や異物管理等に対する需要

者の要求水準が高い自動車向け等の用途（以下「高品位用途」という。）もあ

る。本件ＰＯを高品位用途で使用する場合、需要者は、現在使用している製品

から別の製品に切り替える際には厳格なテストと評価を実施している。なお、

高品位用途では、特殊グレードが採用されやすい傾向にあるが、汎用グレード

が用いられることもある。 

 

２ 商品範囲 

(1) ＰＰ 

ア 異なる種類のＰＰ間の代替性 

ホモポリマー、ランダムコポリマー及びブロックコポリマーは、それぞれ

客観的な物性が異なり、用途もおおむね異なることから、需要の代替性は認

められない。 

一方、ＰＰメーカーは、ＰＰの製造方法によらずに、全ての種類のＰＰを

製造することができる。このため、異なる種類のＰＰ間には、供給の代替性

が認められる。 

したがって、ホモポリマー、ランダムコポリマー及びブロックコポリマー

は、同一の商品範囲を構成する。 

 

イ ＰＰとＰＰコンパウンドの間の代替性 

ＰＰコンパウンドはＰＰに添加樹脂等を追加して性能を向上させた製品

であり、ＰＰ単体の製品とＰＰコンパウンドの製品は仕様が段階的に異なる

一連の製品群となっているが、ＰＰコンパウンドはＰＰ単体では到達するこ

とができない仕様を実現するため製造されることから、需要の代替性は限定

的である。 

一方、ＰＰコンパウンドを製造するためにはＰＰの製造設備とは別にコン

パウンド設備を設ける必要があるものの、ＰＰメーカーであればＰＰコンパ

ウンドを製造するために特別のノウハウ等が必要となるものではない。ＰＰ

メーカーは、ＰＰの仕様のカスタマイズの一環として、自社工場内のコンパ

ウンド設備でＰＰコンパウンドを製造するほか、必要に応じて、外部事業者

にコンパウンド工程を委託してＰＰコンパウンドを製造することができ、実

際に、国内のＰＰメーカーはいずれもＰＰコンパウンドを製造販売している。

このため、ＰＰとＰＰコンパウンドには、供給の代替性が認められる。 

したがって、ＰＰとＰＰコンパウンドは、同一の商品範囲を構成する。 
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ウ 異なるグレード間の代替性 

前記１(2)のとおり、ＰＰメーカーは、用途ごとに様々な汎用グレードを

製造販売するとともに、需要者個別の仕様にカスタマイズされた特殊グレー

ドを製造販売しており、グレードによって物性等の仕様が異なるところ、異

なるグレード間の需要の代替性は限定的である。 

一方、ＰＰメーカーは、いずれのグレードであっても基本的に同様の製造

工程・製造設備で製造することができる。すなわち、汎用グレードは、物性

等の仕様が公開されており、基本的に複数のＰＰメーカーが互換性のあるグ

レードを販売している。また、特殊グレードについても、物性等の仕様が公

開されていないが、ＰＰメーカー各社は、需要者個別の仕様を満たすために

物性等を調整する技術やノウハウ等を蓄積しており、様々な需要者の仕様を

満たす特殊グレードを製造することができる。このため、ＰＰメーカーはい

ずれのグレードのＰＰであっても製造することができ、異なるグレード間に

は供給の代替性が認められる。 

したがって、異なるグレードのＰＰは、同一の商品範囲を構成する。 

 

エ 小括 

以上を踏まえ、本件では、「ＰＰ」を商品範囲として画定した。 

 

(2) Ｌ－ＬＤＰＥ 

ア ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ及びＬ－ＬＤＰＥ間の代替性 

ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ及びＬ－ＬＤＰＥは、用途に一部重なり合いがあるも

のの、客観的な物性が異なることから需要の代替性は限定的である。 

また、前記１(1)イのとおり、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ及びＬ－ＬＤＰＥはそれ

ぞれ主な製造方法が異なることから供給の代替性は限定的である。 

したがって、ＨＤＰＥ、ＬＤＰＥ及びＬ－ＬＤＰＥはそれぞれ異なる商品

範囲を構成する。 

 

イ 異なるグレード間の代替性 

ＰＰと同様、異なるグレードのＬ－ＬＤＰＥは、同一の商品範囲を構成す

る。 

 

ウ 小括 

以上を踏まえ、本件では、「Ｌ－ＬＤＰＥ」を商品範囲として画定した。 

 

３ 地理的範囲 

ＰＰ及びＬ－ＬＤＰＥは、いずれも、日本全国において取引が行われ、地域ご

とに大きな価格差はなく、輸送の点で制約もないため、「日本全国」を地理的範
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囲として画定した。 

 

第５ 本件行為が競争に与える影響 

１ 本件行為の企業結合類型 

本件行為は、日本全国におけるＰＰの製造販売業に係る水平型企業結合及び日

本全国におけるＬ－ＬＤＰＥの製造販売業に係る水平型企業結合に該当する。 

 

２ ＰＰの製造販売業（日本全国） 

(1) 一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

日本全国におけるＰＰの製造販売分野の市場シェアは図表１のとおりであ

り、本件行為後のHHIが約2,900、HHIの増分が約700であることから、水平型企

業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 

 

【図表１】ＰＰの製造販売業（日本全国）の市場シェア（令和６年度） 

順位 会社名 市場シェア 

１ 三井化学グループ 約35％ 

２ Ａ社 約25％ 

３ Ｂ社 約15％ 

４ 住友化学グループ 約10％ 

 輸入 約15％ 

合計 100％ 

合算市場シェア・順位：約45％・第１位 

本件行為後のHHI：約2,900 

HHIの増分：約700 

 

(2) 単独行動による競争の実質的制限 

ア 当事会社グループの地位及び競争者の状況等 

(ｱ) 当事会社グループの地位及び競争者の状況 

当事会社グループの合算市場シェアは約45％（第１位）と高くなるが、

市場における有力な競争者として、Ａ社（市場シェア約25％、第２位）や

Ｂ社（市場シェア約15％、第３位）が存在する。 

 

(ｲ) 競争者の供給余力等 

競争者における生産設備の稼働率は一定程度高い水準にあるものの、令

和６年度における当事会社グループの販売数量を踏まえると、競争者には

一定の供給余力があると評価できる。また、人口減少、生活習慣の変化等

の要因でＰＰの国内需要が減少傾向にあり、今後もかかる傾向が継続する

と予想される中で、ＰＰは装置産業であって、大規模な製造設備を長年に
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わたって使用し続けるという特徴があるため、柔軟に製造装置を設置・廃

止することはできないことを踏まえると、競争者には一定の供給余力があ

ると考えられる。 

また、高品位用途以外の用途については、取引先の変更に大きな障壁は

ないことから、競争者の牽制力が認められる。この点、高品位用途では、

ＰＰの物性や異物管理等に対する需要者の要求水準が高く、需要者は自ら

の要求する仕様で製造される特殊グレードを採用する傾向が強いことに

加え、需要者が新たなＰＰを調達するために厳格なテストと評価を実施し

ている。このため、需要者が取引先を変更するに当たっては時間とコスト

を要するが、需要者は中長期的には取引先を変更することができ、そのこ

とを前提とした需要者の調達行動（後記ウ(ｱ)参照）により、各ＰＰメー

カーは高品位用途においても競争関係にある。よって、高品位用途におい

ても競争者の牽制力が認められる。 

 

(ｳ) 小括 

以上を踏まえると、ＰＰの製造販売市場には供給余力を有する有力な競

争者が存在し、競争者からの牽制力が認められる。 

 

イ 輸入 

国内には、市場シェアにして約15％の輸入品が流通しており、かかる状況

等も踏まえると、ＰＰの輸入に際して、制度上の障壁は低く、輸送や流通上

の問題は少ないと考えられる。また、近時、アジアでは事業者の生産能力が

需要の伸びを大きく上回って増大しており、ＰＰメーカーにおける生産設備

の稼働率が低下傾向にあるなど、輸入増加の可能性もあると考えられる。 

一方で、輸入品は日用品等のＰＰの物性や異物管理等に対する要求水準が

高くない用途向けが中心であり、高品位用途の需要者の多くは輸入品の調達

に消極的である。その理由として、高品位用途の需要者は、海外メーカーが

要求仕様を満たすＰＰを製造することができず、異物管理のレベルも高くな

いことを挙げている。したがって、高品位用途以外の用途では輸入品と当事

会社グループの商品の代替性は認められるものの、高品位用途については一

定程度品質差等があり、代替性は限定的であると考えられる。 

以上を踏まえると、輸入圧力は、高品位用途については限定的であるが、

それ以外の用途のＰＰについては認められる。 

 

ウ 需要者からの競争圧力 

(ｱ) 取引先変更の容易性 

国内のＰＰメーカーはいずれのグレードであっても製造することがで

き、高品位用途以外の用途については、需要者にとって取引先変更の容易
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性が認められる。 

また、高品位用途についても、取引先の変更に時間とコストを要するも

のの、中長期的には取引先を変更することができ、そのことを前提に価格

交渉等が行われている。ヒアリングにおいても、他社品の価格をベンチ

マークに価格交渉が行われた事例、定期的に実施されるモデルチェンジ時

に取引先が変更され得ることを前提とした継続的かつ定期的な価格低減

要請が実施されている事例、現在調達しているグレードの代替品を探索・

評価するなどして複数購買化を進めている事例等が認められた。すなわち、

需要者には、中長期的には取引先を変更し得ることを背景とした価格交渉

力があると考えられる。加えて、高品位用途の需要者はその主な顧客であ

る自動車メーカーや消費者等から競争圧力を受けており、顧客に対して容

易に価格転嫁を行えるような優位な立場にあるものではなく、高品位用途

の需要者はできるだけ安い価格でＰＰを購入しようとしていることから、

需要者からの競争圧力が認められる。 

 

(ｲ) 市場の縮小 

ＰＰの国内需要は減少傾向が続くことが予想されている。一方、ＰＰの

製造販売業は装置産業であって、大規模な製造設備を長年にわたって使用

し続けるという特徴があるため、柔軟に製造装置を設置・廃止することは

できない。 

かかる状況を踏まえると、需要量が供給量を一定程度下回る状況は今後

も継続するものと考えられることから、需要者は一定の交渉力を有してい

る。 

 

(ｳ) その他の事情 

ＰＰの国内の平均販売価格や輸入品の平均単価の情報は公表されてい

る。また、需要者は複数のＰＰメーカーと取引関係を持つことで、ＰＰの

適正な価格水準を比較的容易に把握することが可能である。 

また、ＰＰの原料であるプロピレン及びエチレンの価格はナフサ価格に

連動するなど、ＰＰの製造コストはナフサ価格に左右されるところが大き

いが、ナフサ価格は公表されており、需要者においてもそのコストを比較

的容易に把握することができる。 

以上を踏まえると、需要者は、ＰＰの適正な価格水準やコスト等の情報

を比較的容易に把握することができるため、一定の交渉力を有している。 

 

(ｴ) 小括 

したがって、需要者からの競争圧力が認められる。 
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エ 経済分析 

経済分析では、主に、企業結合による市場価格の上がりやすさや企業結合

後に輸入圧力が働き得るかを評価するため、当事会社グループの市場シェア

と需要の価格弾力性を用いて算出するＣＭＣＲ10を二つの方法により計算し

た11。１つ目の方法では、まず、貿易統計、生産動態調査、生産者物価指数

等の公的データを用いて国内品の需要関数の推定を行った。そして、それに

よって得られた国内品の需要の価格弾力性と国内品における（輸入品を含め

ていない）当事会社グループの市場シェアを用いてＣＭＣＲを算出し、その

上で、ＣＭＣＲが10％を超えなくなるような臨界的な輸入量シェアを算出す

ることにより、企業結合後に輸入圧力が働き得るかを検討した。２つ目の方

法では、当事会社グループの費用データ等を用いて総費用関数の推定を行っ

た。そして、それによって得られた限界費用の代理変数としての平均変動費

用をラーナーの公式12に代入することで得られた、輸入品を含めた市場全体

の需要の価格弾力性と（輸入品を含めた）当事会社グループの市場シェアを

用いてＣＭＣＲを算定するという方法により、企業結合による市場価格の上

がりやすさを評価した。 

公的データを用いた分析では、国内品に対する需要は極めて非弾力的であ

るとの結果が得られ、その帰結として、100％を超える著しく高いＣＭＣＲ

が算出され、ＣＭＣＲが10％を超えなくなるような臨界的な輸入量シェアも

極めて高くなったが、これらの結果は定性的な検討や市場構造を踏まえると

極端すぎる可能性がある。そこで、市場動向の変化を踏まえ、データの分析

期間を短縮して分析を行ったところ、より弾力的な需要の価格弾力性が得ら

れ、その結果算出されたＣＭＣＲ及び臨界的な輸入量シェアは競争制限を示

唆し得る値であったが、各変数について前期との差分を取った推定では結果

が変わるなど、当該分析結果は頑健といえるものではなかった。 

当事会社グループの費用データ等に基づく分析では、総費用関数の推定に

おいて、本件対象商品に係る費用がナフサ価格の影響を大きく受けることを

踏まえたモデルを複数試したところ、一方当事会社グループのデータを用い

 
10 ＣＭＣＲ(Compensating Marginal Cost Reduction)とは、企業結合の前後で現状の価格水準を維持

するために理論上どの程度の限界費用の削減が要求されるかを算定することを通じて、企業結合によ

る市場価格の上がりやすさを評価するものである。一般的には10％以上で競争制限の可能性が示唆さ

れる。企業jの市場シェアをs୨、企業kの市場シェアをs୩、需要の価格弾力性をϵとすると、同質財クール

ノー競争を前提としたＣＭＣＲは次のように表される。 

同質財クールノー競争を前提としたCMCR =
2𝑠௝𝑠௞

ϵ൫s୨ + s୩൯ − ൫s୨
ଶ + s୩

ଶ൯

 

11 そのほか国内品と輸入品の数量比と国内品と輸入品の価格比に関する回帰分析により国内品と輸入

品の代替性に関する分析も併せて行ったが、統計的に有意な結果は得られなかった。 
12 同質財クールノー競争を前提とした企業iのラーナーの独占度は次のとおり。 

価格 −企業𝑖の限界費用

価格
=

企業𝑖の市場シェア

需要の価格弾力性
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た分析では、統計的に有意な結果は得られなかった。これに対して、他方当

事会社グループのデータを使った分析では、高いＣＭＣＲが推定された。し

かしながら、各変数について前期との差分を取った推定では結果が変わるな

ど、当該分析結果は頑健といえるものではなかった。 

以上のとおり、競争制限の懸念が生じないという結果は得られなかった一

方で、競争制限を示唆し得る結果については頑健といえるものではなかった。 

 

オ 小括 

以上のとおり、高品位用途以外の用途では、競争者からの牽制力、輸入圧

力及び需要者からの競争圧力が認められること、高品位用途については、競

争者からの牽制力及び需要者からの競争圧力が認められることから、ＰＰの

製造販売市場においては、単独行動によって競争を実質的に制限することと

なるとはいえない。 

 

(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

ＰＰの製造販売市場における競争者の数が本件行為によって４社から３社

に減少することで協調的行動が容易になる側面がある。また、ＰＰの主要な原

料はＰＰメーカー間で大きくは異ならず、その原料の価格もナフサ価格に連動

する割合が大きく、それらの価格動向は公表されているなど、協調条件に関す

る共通認識に到達することが容易であるとも考えられる。 

しかしながら、個別のグレードにおける原料の配合は各社によって様々であ

る。特に、特殊グレードは需要者個別の仕様に応じて配合する原料とその配合

割合が異なり、その仕様は公開されていない。そのため、ＰＰメーカー間には

費用条件の差異が一定程度ある。また、前記(2)イ及びウのとおり、輸入圧力

（高品位用途を除く。）及び需要者からの競争圧力が認められる。 

したがって、ＰＰの製造販売市場において、協調的行動によって競争を実質

的に制限することとなるとはいえない。 

 

(4) 小括 

以上のとおり、ＰＰの製造販売市場について、当事会社グループの単独行動

又は当事会社グループと競争者との協調的行動により、一定の取引分野におけ

る競争を実質的に制限することとなるとはいえない。 

 

３ Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売業（日本全国） 

(1) 一定の取引分野におけるセーフハーバー基準の該当性 

日本全国におけるＬ－ＬＤＰＥの製造販売分野の市場シェアは図表２のと

おりであり、本件行為後のHHIが約1,600、HHIの増分が約500であることから、

水平型企業結合のセーフハーバー基準に該当しない。 
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【図表２】Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売業（日本全国）の市場シェア（令和６年度） 

順位 会社名 市場シェア 

１ 三井化学グループ 約20％ 

２ Ｃ社 約20％ 

３ 住友化学グループ 約10％ 

４ Ｄ社 ０～５％ 

５ Ｅ社 ０～５％ 

６ Ｆ社 ０～５％ 

 輸入 約35％ 

合計 100％ 

合算市場シェア・順位：約35％・第１位 

本件行為後のHHI：約1,600 

HHIの増分：約500 

 

(2) 単独行動による競争の実質的制限 

ア 本件行為が市場に与える影響 

プライムポリマー及び住友化学は、自らＬ－ＬＤＰＥの製造販売業を営む

とともに、共同出資会社である日本エボリュー株式会社（法人番号90104010

52382）（以下「日本エボリュー」という。）の株式を保有し（出資比率は、

プライムポリマーが75％、住友化学が25％である。）、同社においてもＬ－

ＬＤＰＥの製造販売業を営んでいる。 

日本エボリューは製造したＬ－ＬＤＰＥの全量をプライムポリマー又は

住友化学に対して供給しており、当事会社グループ間にはＬ－ＬＤＰＥの製

造面の一部について既に結合関係が生じているが、本件行為によって、結合

関係が強化されることから、以下、競争に与える影響について検討する。 

 

イ 当事会社グループの地位及び競争者の状況等 

当事会社グループの合算市場シェアは約35％（第１位）となるが、Ｃ社（市

場シェア約20％、第２位）は有力な競争者である。また、競争者における生

産設備の稼働率は低く、令和６年度における当事会社グループの販売数量を

踏まえても、競争者には供給余力があると評価できること、Ｌ－ＬＤＰＥの

国内需要は減少傾向にあり、今後もかかる傾向が継続すると予想されること、

Ｌ－ＬＤＰＥ製造販売業もＰＰと同様に装置産業であることを踏まえると、

競争者には供給余力があるといえる。 

以上を踏まえると、Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売市場には供給余力を有する有

力な競争者が存在し、競争者からの牽制力が認められる。 
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ウ 輸入 

国内には、市場シェアにして約35％の輸入品が流通しており、かかる状況

等も踏まえると、Ｌ－ＬＤＰＥの輸入に際して、制度上の障壁は低く、輸送

や流通上の問題は少ないといえる。また、近時、アジアでは需要量を超える

生産設備が設置されており、輸入増加の可能性もあると考えられる。 

以上を踏まえると、輸入圧力が認められる。 

 

エ 需要者からの競争圧力 

Ｌ－ＬＤＰＥの国内需要は減少傾向が続くことが予想されている。一方、

Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売業においてもＰＰと同様に装置産業であって、需要

量が供給量を一定程度下回る状況は今後も継続するものと考えられること

から、需要者は一定の交渉力を有している。 

したがって、需要者からの競争圧力が認められる。 

 

オ 経済分析 

ＰＰと同じ方法により分析を行った。公的データ13を用いた分析では、国

内品に対する需要は極めて非弾力的であるとの結果が得られ、その帰結とし

て、100%を超える著しく高いＣＭＣＲが算出され、ＣＭＣＲが10%を超えな

くなるような臨界的な輸入量シェアも極めて高くなったが、これらの結果は

定性的な検討や市場構造を踏まえると極端すぎる可能性がある。一方、デー

タの分析期間を短縮した分析については、需要の弾力性の推定値は非弾力的

なままであり、統計的に有意なものでもなかった。 

当事会社グループの費用データ等に基づく分析では、一方当事会社グルー

プのデータを用いた分析では、統計的に有意な結果は得られなかった。これ

に対して、他方当事会社グループのデータを使った分析では、高いＣＭＣＲ

が推定された。しかしながら、各変数について前期との差分を取った推定で

は結果が変わるなど、当該分析結果は頑健といえるものではなかった。 

以上のとおり、競争制限の懸念が生じないという結果は得られなかった一

方で、競争制限を示唆し得る結果については頑健といえるものではなかった。 

 

カ 小括 

以上のとおり、競争者からの牽制力、輸入圧力及び需要者からの競争圧力

が認められることから、Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売市場においては、単独行動

によって競争を実質的に制限することとなるとはいえない。 

 

 
13 L－ＬＤＰＥに関する経済産業省生産動態統計調査の項目は「ポリエチレン（低密度のもの（密度0.

94未満のもの））」であり、ＬＤＰＥとＬ－ＬＤＰＥが分けられていないことから、本分析結果は飽く

までも参考値になる。 
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(3) 協調的行動による競争の実質的制限 

Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売市場は、当事会社グループ（市場シェア約35％）及

びＣ社（市場シェア約20％）の２強の市場となるほか、競争者が１社減少する

ことで協調的行動が容易になる側面があるものの、同市場には、競争者が４社

存在すること、前記(2)ウ及びエのとおり、輸入圧力や需要者からの競争圧力

といった協調的行動を妨げる競争圧力が認められることなどを踏まえると、Ｌ

－ＬＤＰＥの製造販売市場において、協調的行動によって競争を実質的に制限

することとなるとはいえない。 

 

(4) 小括 

以上のとおり、Ｌ－ＬＤＰＥの製造販売市場について、当事会社グループの

単独行動又は当事会社グループと競争者との協調的行動により、一定の取引分

野における競争を実質的に制限することとなるとはいえない。 

 

第６ 結論 

以上を前提とすれば、本件行為により、一定の取引分野における競争を実質的

に制限することとなるとはいえないと判断した。 

以上 


